
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総合事業は要支援認定者、事業対象者、６５歳以上の方が利用できるサービスです。 

・６５歳以上の方がホームヘルプサービスやデイサービスのみ利用する場合は、事業対象者 

 （基本チェックリスト）申請で、サービス利用を開始することができます。 

・要支援認定を受けている方が認定の有効期間が切れる時に、要介護（要支援）認定の更新 

 申請ではなく、基本チェックリストによる事業対象者申請を選択することもできます。 

・事業対象者の方が利用できるサービスは、週１～２回程度のホームヘルプサービスと、週１ 

 回程度のデイサービスです。 

  介護予防・日常生活支援総合事業 

                        

        

 

  「いいえ」または 

明らかに要介護状態 

居宅、施設介護支援 

居宅サービス計画 

施設サービス計画 

＊介護給付利用 

介護サービス

（介護給付） 

介護予防支援 

介護予防サービス計画 

＊予防給付のみ利用 

＊予防給付と介護予防・ 

 生活支援サービス事業 

 を利用 

介護予防サービス 

（予防給付） 
予防給付の種類に、訪

問介護と通所介護は

ありません。 

介護予防ケアマネジメント 
ケアマネジメントA・Ｃ 

  ＊介護予防・生活支援サービス事業 

   のみ利用 

 （＊通所型サービスＢのみの利用の場合 

         はケアマンジメントＣ） 

 第１号被保険者・65歳以上要支援認定者  

 ・介護サービス利用希望  ・介護予防が必要な方 

 ・何らかの支援が必要な方  など 

＜要介護（要支援）認定申請＞ 

「はい」 

要介護１～５ 要支援１・２ 非該当 非該当 
自立した生活 

が送れる人 

ヘルパー・デイサービスのみの利用希望 

介護予防・生活支援サービス事業 

・鹿沼市介護予防ホームヘルプサービス 

・訪問型サービスＡ 

・鹿沼市介護予防デイサービス 

・通所型サービスＢ 

一般介護予防事業 

・介護予防のための 

 各種教室等 

迷う場合「判断基準」（資料 1） 

を参考にする 

 第２号被保険者・要介護認定者  

・介護サービス利用希望 

・何らかの支援が必要な方 など 

↑ 
第１号被保険者 

のみの流れ 

↓ 

 【申請窓口：介護保険課】 

鹿沼市 介護予防・日常生活支援総合事業利用の流れ 

事業対象者 
生活機能の低下 

がみられた人 

・自立した生活が送れる 

・介護予防のための教室 

 や通いの場などを希望 

＜事業対象者（基本チェックリスト）申請＞ 

【申請窓口：高齢福祉課】 


